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議案第１０１号 令和７年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第８号） (議案書 P7～68)  

歳入歳出それぞれ６４０,３３２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１０６,０６９,１２４千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 議会費」 

「項１ 議会費」 

「目１ 議会費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 議員の期末手当の支給月数を一般職に準じて、引き上げることに伴

い、「議員期末手当」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「款２ 総務費」 
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「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 人事院の国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額、

期末手当及び勤勉手当の額の改定並びに通勤手当の額を改定するほ

か、特別職の期末手当の引き上げ、不足が見込まれる経費の増額によ

り、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時

間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「目２ 文書管理費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目３ 広報広聴費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 
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「目７ 企画費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目８ 支所及び出張所費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目１４ スポーツ振興費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 総合体育館第２体育室の壁面固定折り畳み式バスケットゴールのフ

レームの修繕を行うことに伴い、「修繕料」を増額するもの 

「目１５ 多様性社会推進費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項２ 徴税費」 
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「目１ 税務総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目２ 賦課徴収費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

「目１ 戸籍住民基本台帳費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 
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「項４ 選挙費」 

「目１ 選挙管理委員会費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「目３ 参議院議員通常選挙費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額を改定することに伴い、「時間外勤務手当」を増額するもの 

「項５ 統計調査費」 

「目１ 統計調査総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

「目２ 統計調査費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額を改定することに伴い、「時間外勤務手当」を増額するもの 
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 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項６ 監査委員費」 

「目１ 監査委員費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定することに

伴い、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、

「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額し、国民健康保険事業特別会計において職員給与費等を
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増額することに伴い、「繰出金」を増額するもの 

 手数料の増額のほか、人事院による国家公務員の給与に関する勧告

に鑑み、職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当

の額を改定するとともに不足が見込まれる経費を増額し、介護保険事

業特別会計において、職員給与費等を増額することに伴い、「繰出金」

を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目２ 障がい者福祉費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目４ 老人福祉費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定し、後期高齢者医療事業特

別会計において職員給与費等を増額することに伴い、「繰出金」を増

額するもの 
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 養護老人ホーム湘風園の新館空調の更新工事について、藤沢市と寒

川町とともにその費用を負担することに伴い、「負担金補助及び交付

金」を増額するもの 

「目６ 国民年金事務費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 養育医療給付事業の公費負担において、当初の想定を上回る公費負

担の増加に伴い、「手数料」、「扶助費」を増額するもの 

「目２ 児童保育費」 
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 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目３ 母子福祉費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、
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不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当及び宿日直手当の額を

改定するほか、特別職の期末手当の引き上げ等、病院事業会計におい

て職員給与費等を増額することに伴い、「負担金補助及び交付金」を

増額するもの 

「目２ 予防費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目４ 環境衛生費」 

 「会計年度任用職員期末勤勉手当」を増額するほか、火葬受け入れ
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枠の拡大に向けた友引日開場の実施及び火葬炉内残存物からの有価物

抽出の実施、並びに火葬件数の増加による燃料等の使用量の増加に伴

い、「燃料費」、「光熱水費」、「委託料」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目２ じんかい処理費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「款５ 労働費」 
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「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目１ 農業委員会費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目２ 農業総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「項２ 水産業費」 

「目１ 水産業振興費」 
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 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目１ 商工振興費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 道の駅周辺の交通渋滞対策として、借地により近隣に臨時駐車場を

設置することに伴い、「使用料及び賃借料」を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目１ 土木総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定することに
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伴い、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、

「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「目２ 建築指導費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定することに

伴い、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、

「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「共済費」を増額するもの 
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「目４ 橋りょう新設改良費」 

 浜園橋橋りょう整備工事（護岸工）について、河川管理者の神奈川

県が同時期に実施する浜園橋下流側の河床掘削工事との調整により、

本工事の一部に着手できない期間が生じ、工期を延伸することに伴い、

「工事請負費」を減額するもの 

「項３ 河川費」 

「目１ 河川総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 
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 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額し、公共下水道事業会計において職員給与費等を増額す

ることに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額し、公共下水道事業会計において職員給与費等を増額す

ることに伴い、「投資及び出資金」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目３ 街路事業費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目４ 緑化推進費」 
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 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目５ 公園費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」
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を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 消防署海岸出張所に設置されているホースリフターの修繕を行うこ

とに伴い、「修繕料」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 人事院の国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額、

期末手当及び勤勉手当の額の改定並びに通勤手当の額を改定するほ

か、特別職の期末手当の引き上げ、不足が見込まれる経費の増額によ

り、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時

間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月



19 

 

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 香川小学校理科室及び鶴が台小学校多目的室の空調機の修繕を行う

ことに伴い、「修繕料」を増額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定することに

伴い、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、

「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

 鶴嶺中学校音楽室及び梅田中学校音楽室の空調機の修繕を行うこと

に伴い、「修繕料」を増額するもの 
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「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

 緑が浜小学校給食調理場の排風機の修繕及び鶴嶺小学校給食調理場

昇降機の基板等の交換を行うことに伴い、「修繕料」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目１ 社会教育総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額、期末手当及び勤勉手当の額並びに通勤手当の額を改定するほか、

不足が見込まれる経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

「目２ 文化財保護費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年
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度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目３ 博物館費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目４ 公民館費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目６ 青少年施設費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

「目７ 図書館費」 

 職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「養育医療給付費負担金」、「社会保障・

税番号制度推進事業補助金」、「社会保障・税番号制度システム整備

費補助金」、「市町村地域生活支援事業補助金」、「重層的支援体制
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整備事業交付金」、「学習支援事業費補助金」、「家計改善支援事業

費補助金」、「子ども・子育て支援交付金」、「ひとり親家庭総合相

談窓口強化事業費補助金」、「生活保護適正実施推進事業費補助金」、

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」、「国民年金事務費交

付金」を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「養育医療給付費負担金」、「市町村地

域生活支援事業補助金」、「重層的支援体制整備事業交付金」、「子

ども・子育て支援交付金」、「参議院議員通常選挙費委託金」、「国

勢調査委託金」を増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「介護保険事業特別会計繰入金」、「ご

み減量化・資源化基金繰入金」を増額するもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「後期高齢者保健事業受託事業収入」、

「保健所業務受託事業収入」、「ごみ焼却処理施設運営管理受託事業
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収入」、「消防業務受託事業収入」、「有価物売却代」を増額するも

の 

歳出の事業の財源として、「斎場運営管理受託事業収入」、「浜園

橋橋りょう整備負担金」を減額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「養護老人ホーム湘風園整備事業債」、

「消防署海岸出張所整備事業債」を増額するもの 

（継続費の補正） 

 「浜園橋橋りょう整備事業（護岸工）」において、河川管理者の神

奈川県が同時期に実施する浜園橋下流側の河床掘削工事との調整によ

り、本工事の一部に着手できない期間が生じ、工期を延伸することに

伴い、継続費を変更するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「養護老人ホーム湘風園関係経費」について、養護老人ホーム湘風

園の新館空調の更新工事において、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「浜園橋橋りょう整備事業」について、浜園橋橋りょう整備工事（護

岸工）の現場監理・変更設計積算において、同工事の工期延伸に伴い、
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年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「消防施設設備維持管理経費」について、消防署海岸出張所に設置

されているホースリフターの修繕において、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「学校給食施設設備補修費」について、緑が浜小学校給食調理場の

排風機の修繕及び鶴嶺小学校給食調理場昇降機の基板等の交換におい

て、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

（債務負担行為の補正） 

 「浜園橋橋りょう整備事業（護岸工）現場監理・変更設計積算業務

委託経費」について、同工事の工期延伸に伴う委託経費の増額及び契

約期間の延長に対応するため、債務負担行為を設定するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「消防署海岸出張所整備事業」を増額し

たことに伴い、追加するもの 

 歳出の事業の財源として、「養護老人ホーム湘風園整備事業」を増

額したことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第１０２号 令和７年度茅ヶ崎市一般会計補正予算
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（第９号） (議案書 P69～93) 

 歳入歳出それぞれ１２３,３８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１０６,１９２,５０９千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 公務災害等の補償として、条例に基づき療養補償等を支給すること

に伴い、「災害補償費」を増額するもの 

「目１２ 地域活動推進費」 

 松林コミュニティセンターの指定管理者の選定に向けて、指定管理

者選定等委員会において臨時委員を委嘱することに伴い、「報酬」を

増額するもの 

 市民活動推進基金に寄附金等を積み立てることに伴い、「積立金」

を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 
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 介護保険事業特別会計における介護予防・生活支援サービス事業費

の増額に伴い、「繰出金」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 小児医療費助成事業について、当初の想定を上回る利用件数の増加

に伴い、「扶助費」を増額するもの 

「目３ 母子福祉費」 

 母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金の支給について、当初の

想定を上回る申請者の増加に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額

するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目４ 環境衛生費」 

 対象となる鳥獣の回収件数の増加に伴い、「委託料」を増額するも

の 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目３ 道路新設改良費」 
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 用地取得に伴う補償費算定において、当初の想定を上回る補償額の

増加に伴い、「補償補填及び賠償金」を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 口径２,０００ｍｍ以上かつ平成６年度以前に設置・改築された下水

道管路を対象とした全国特別重点調査に対し、公共下水道事業会計に

おいて国庫補助金の追加交付を受けたことに伴い、「投資及び出資金」

を減額するもの 

「目４ 緑化推進費」 

 保存樹林の公有地化を図るため、実測測量及び不動産鑑定を行うこ

とに伴い、「委託料」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 小学校における児童数及び学級数の増加に対応するため、不足する

児童用の机・椅子等を購入することに伴い、「消耗品費」を増額する

ほか、可搬式インターホンの各種設定変更を行うことに伴い、「手数

料」を増額するもの 
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 小学校における児童数及び学級数の増加に対応するため、特別支援

学級の教室に間仕切りを設置することに伴い、「委託料」を増額する

もの 

 小学校の体育器具及び遊具について、点検により当初の想定を上回

る修繕を実施することに伴い、「修繕料」を増額するもの 

 小学校における児童数及び学級数の増加に対応するため、普通学級

の教室を補修することに伴い、「修繕料」を増額するもの 

 小学校における児童数及び学級数の増加に対応するため、下駄箱や

パーテーション等を購入することに伴い、「備品購入費」を増額する

もの 

「目２ 教育振興費」 

 小学校における児童数及び学級数の増加に対応するため、不足する

オルガンを購入することに伴い、「備品購入費」を増額するもの 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進のため、小学校における児童数の増加

に応じた普通教室の整備において、タブレット用充電保管庫及び大型

モニター等の購入に伴い、「消耗品費」、「備品購入費」を増額する

もの 

「項３ 中学校費」 
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「目１ 学校管理費」 

 中学校における生徒数及び学級数の増加に対応するため、不足する

生徒用の机・椅子等を購入することに伴い、「消耗品費」を増額する

もの 

 中学校における生徒数及び学級数の増加に対応するため、特別支援

学級の教室に間仕切りを設置することに伴い、「委託料」を増額する

もの 

 中学校における生徒数及び学級数の増加に対応するため、普通学級

の教室を補修するほか、歩行補助用具を使用する生徒の入学に向けて

通学先中学校の外構のバリアフリー化を実施することに伴い、「修繕

料」を増額するもの 

 中学校における生徒数及び学級数の増加に対応するため、下駄箱や

パーテーション等を購入することに伴い、「備品購入費」を増額する

もの 

「目２ 教育振興費」 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進のため、中学校における生徒数の増加

に応じた普通教室の整備において、タブレット用充電保管庫及び大型

モニター等の購入に伴い、「消耗品費」、「備品購入費」を増額する
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もの 

「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 小学校における児童数及び学級数の増加に対応するため、不足する

食器類等や配膳車を購入することに伴い、「消耗品費」、「備品購入

費」を増額するもの 

 中学校における生徒数及び学級数の増加に対応するため、配膳台及

び折りたたみワゴンを購入することに伴い、「消耗品費」、「備品購

入費」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目５ 青少年対策費」 

 児童クラブの待機児童対策として、柳島小学校施設内に児童クラブ

を開設するための準備を進めることに伴い、「委託料」を増額するも

の 

「目７ 図書館費」 

 図書館について、気象状況により空調機器の稼働日が多く、当初の

想定を上回る消費電力量が増加したこと等に伴い、「光熱水費」を増

額するもの 
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（歳入） 

「款１ 市税」 

 歳出の事業の財源として、「所得割」を増額するもの 

「款１１ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「普通交付税」を減額するもの 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給

付金事業補助金」、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」、

「子ども・子育て支援交付金」を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「社会資本整備総合交付金」、「道路交

通安全対策事業費補助金」を減額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「小児医療費助成事業費補助金」、「鳥

獣保護管理対策事業費補助金」、「子ども・子育て支援交付金」を増

額するもの 

「款１７ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「市民活動推進基金利子」を増額するも

の 
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「款１８ 寄附金」 

 歳出の事業の財源として、「市民活動推進基金寄附金」を増額する

もの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「緑のまちづくり基金繰入金」を増額す

るもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を減額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「茅ヶ崎駅周辺道路設備等整備事業債」、

「高田萩園線道路改良事業債」、「市道０１０９号線歩道設置事業債」、

「行谷芹沢線道路改良事業債」を増額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「システム標準化関連経費」について、戸籍附票システムの標準化・

共通化に係る一部業務において、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「施設設備補修費」について、小学校の体育器具及び遊具の修繕に

おいて、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの。 
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（債務負担行為の補正） 

 「庁舎等総合管理業務委託経費」について、令和８年度からの市庁

舎（本庁舎・分庁舎）の総合管理業務委託において、令和７年度中の

事業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「コミュニティホール管理業務委託経費」について、令和８年度か

らのコミュニティホール集会室等の管理業務委託において、令和７年

度中の事業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「松林コミュニティセンター指定管理料」について、令和８年度に

おける松林コミュニティセンターの指定管理者の選定において、令和

７年度中の事業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託経費」について、令

和８年度からの茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託におい

て、令和７年度中の事業着手が必要なため、債務負担行為を設定する

もの 

 「がん検診等受診券作成業務委託経費」について、がん検診等受診

券作成業務委託において、物価高騰による用紙や印刷インク等のコス

トの増加及びシステム標準化に対応するシステム設定経費の増加に伴

い、債務負担行為を変更するもの 
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（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「茅ヶ崎駅周辺道路設備等整備事業」を

増額したことに伴い、限度額を変更するもの 

 歳出の事業の財源として、「高田萩園線道路改良事業」を増額した

ことに伴い、限度額を変更するもの 

 歳出の事業の財源として、「市道０１０９号線歩道設置事業」を増

額したことに伴い、限度額を変更するもの 

 歳出の事業の財源として、「行谷芹沢線道路改良事業」を増額した

ことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第１０３号 令和７年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号） (議案書 P94～105) 

歳入歳出それぞれ８，２４４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２２，５７８，２４４千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 
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人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれ

る経費を増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉

手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「項２ 徴収費」 

「目１ 賦課徴収費」 

職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年

度任用職員期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

（歳入） 

「款５ 繰入金」 

「項１ 一般会計繰入金」 

「目１ 一般会計繰入金」 

歳出の事業の財源として、「職員給与費等繰入金」を増額するもの 

 

議案第１０４号 令和７年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号） (議案書 P106～109) 
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（債務負担行為の補正） 

 「特定健康診査受診券作成業務委託経費」について、物価高騰によ

る用紙や印刷インク等のコストの増加及びシステム標準化に対応する

システム設定経費の増加に伴い、債務負担行為を変更するもの 

 

議案第１０５号 令和７年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号） (議案書 P110～121) 

 歳入歳出それぞれ２，５３０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ４，９５５，１９１千円とするもの  

（歳出）  

「款１ 総務費」  

「項１ 総務管理費」  

「目１ 一般管理費」  

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給

料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、

「給料」、「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、

「共済費」を増額するもの 

職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会
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計年度任用職員期末勤勉手当」を増額するもの 

（歳入）  

「款２ 繰入金」  

「項１ 一般会計繰入金」  

「目１ 事務費繰入金」  

歳出の事業の財源として、「事務費繰入金」を増額するもの 

 

議案第１０６号 令和７年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計補正予算（第２号） (議案書 P122～137) 

歳入歳出それぞれ１０，７１１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ２０，１１０，９５６千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額並

びに期末手当及び勤勉手当の額を改定するほか、不足が見込まれる経費を

増額することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時
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間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

第三者行為損害賠償請求事務手数料の増加に伴い、「手数料」を増額す

るもの 

「項３ 介護認定審査費」 

「目１ 介護認定審査会費」 

職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年度任

用職員期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「目２ 認定調査費」 

職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「会計年度任

用職員期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「款３ 地域支援事業費」 

「項３ 包括的支援事業費・任意事業費」 

「目１ 包括的支援事業費」 

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、

「地域手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」

を増額するもの 

「款６ 諸支出金」 
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「項３ 繰出金」 

「目１ 一般会計繰出金」 

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定し、一般会計において、会

計年度任用職員期末勤勉手当等を増額することに伴い、「繰出金」を

増額するもの 

（歳入） 

「款２ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業交付金」を増額するもの 

「款４ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業交付金」を増額するもの 

「款５ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「職員給与費等繰入金」、「事務費繰入金」、

「地域支援事業繰入金」、「介護保険運営基金繰入金」を増額するもの 

「款８ 諸収入」 

歳出の事業の財源として、「在宅医療介護連携推進事業費負担金」を増

額するもの 
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議案第１０７号 令和７年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計補正予算（第３号） (議案書 P138～149) 

歳入歳出それぞれ４８４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ２０，１１１，４４０千円とするもの 

（歳出） 

「款３ 地域支援事業費」 

「項１ 介護予防・生活支援サービス事業費」 

「目１ 介護予防・生活支援サービス事業費」 

短期集中訪問介護予防サービスＣについて、当初の想定を上回る参

加申し込みに対応するため、委託料を増額するもの 

（歳入） 

「款２ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「調整交付金」、「地域支援事業交付金」を

増額するもの 

「款３ 支払基金交付金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業支援交付金」を増額するもの 

「款４ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業交付金」を増額するもの 
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「款５ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業繰入金」、「介護保険運営基

金繰入金」を増額するもの 

 

議案第１０８号 令和７年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

補正予算（第２号） (議案書 P150～163) 

第２条「収益的収入及び支出の補正」 

収益的収入の既決予定額に３，９０２千円追加し、５，８８７，８

３５千円とするとともに、収益的支出の既決予定額に７，３９５千円

追加し、５，４８９，３１９千円とするもの 

第３条「資本的収入及び支出の補正」 

資本的収入の既決予定額に２，５５６千円追加し、３，３３０，０

２８千円とするとともに、資本的支出の既決予定額に３，３６０千円

追加し、５，２４４，５４３千円とするもの 

内容としては、年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額

並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「扶

養手当」、「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手
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当」、「管理職員特別勤務手当」及び「法定福利費」を増額し、その財

源である「一般会計負担金」及び「一般会計出資金」を増額するもの 

第４条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正」 

職員給与費の既決予定額に１０，７５５千円追加し、３２０，０９

８千円とするもの 

 

議案第１０９号 令和７年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

補正予算（第３号） (議案書 P165～173) 

第２条「資本的収入及び支出の補正」 

資本的収入の既決予定額に８０４千円追加し、３，３３０，８３２

千円とするもの 

内容としては、埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因す

ると考えられる道路陥没を受けて実施している特別重点調査に係る国

庫補助金について、追加の交付決定を受けたため、財源の更正をする

もの 

第３条「企業債の補正」 

国庫補助金の増額に伴い、「公共下水道整備事業」を目的とした起債

の限度額を変更するもの 
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議案第１１０号 令和７年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第２号） (議案書 P174～187) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 主な建設改良事業のうち資産購入の予定量を９９，０００千円増額

し、４１４，５３９千円とするもの 

第３条「収益的収入及び支出の補正」 

 収益的収入の既決予定額に１４，２１３千円を追加し、１３，４１

７，３４０千円とするとともに、収益的支出の既決予定額に６２２，

０２７千円を追加し、１５，１９０，４６７千円とするもの 

 収入の内容としては、支出の財源となる「一般会計負担金」を増額

するもの 

 支出の内容としては、人事院による国家公務員の給与に関する勧告

に鑑み、職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額を改定する

ほか、特別職の期末手当の引き上げ等に伴い、「給料」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「夜間勤務

手当」、「宿日直手当」、「報酬」、「法定福利費」を増額するとと

もに、不足が見込まれる経費として、「薬品費」、「診療材料費」、

「医療消耗備品費」を増額するもの 
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第４条「資本的収入及び支出の補正」 

 資本的収入の既決予定額に９９，０００千円を追加し、１，２５８，

７９８千円とするとともに、資本的支出の既決予定額に９９，０００

千円を追加し、１，８９２，２６３千円とするもの 

 収入の内容としては、支出の財源となる「企業債」を増額するもの 

 支出の内容としては、人工関節手術支援ロボットを導入することに

伴い、「資産購入費」を増額するもの 

第５条「企業債の補正」 

 資産購入費の増額に伴い、財源となる資産購入に係る企業債の限度

額を変更するもの 

第６条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正」 

 職員給与費の既決予定額に２１５，１２０千円を追加し、７，２２

０，５４５千円とするもの 

第７条「たな卸資産購入限度額の補正」 

 たな卸資産購入限度額を３，６４５，８８１千円とするもの 

第８条「重要な資産の取得の補正」 

 予算第９条の次に、予算第１０条として、重要な資産の取得を定め

るもの 
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議案第１１１号 茅ヶ崎市公告式条例の一部を改正する条

例 (議案書 P188～189) 

規則の公布に関し、その事務の合理化を図るためのもの 

 

議案第１１２号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改

正する条例 (議案書 P190) 

認知症施策推進計画を高齢者福祉計画及び介護保険事業計画と一体

として策定することから、茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画推進委員会の設置目的を改めるためのもの 

 

議案第１１３号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改

正する条例 (議案書 P191) 

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、所要の規定を

整備するためのもの 

 

議案第１１４号 茅ヶ崎市地域集会施設条例の一部を改

正する条例 (議案書 P192) 
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茅ヶ崎市地域集会施設として松林コミュニティセンターを設置する

ためのもの 

 

議案第１１５号 子ども・子育て支援法施行条例の一部を

改正する条例 (議案書 P193) 

子ども・子育て支援法の改正を踏まえ、過料の対象となる者の範囲

を拡大するためのもの 

 

議案第１１６号 茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 (議案書 P194) 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、幼保連携型認定こ

ども園及び幼稚園である特定教育・保育施設の職員がしてはならない

行為を改めるためのもの 

 

議案第１１７号 茅ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

(議案書 P195～196) 
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に鑑み、家庭

的保育事業者等が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断等の全部

又は一部を行わないことができる場合を定めるためのもの 

 

議案第１１８号 茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 (議案書 P197) 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に鑑

み、規定を整備するためのもの 

 

議案第１１９号 茅ヶ崎市斎場条例の一部を改正する条例 

(議案書 P198) 

火葬需要の増大や施設の老朽化等による斎場の運営及び維持管理に

要する経費の増加に鑑み、死亡時に市内に住所を有していた者に係る

火葬室の使用に係る使用料を有料化すること等により、斎場の継続的

な運営を図るためのもの 

 

議案第１２０号 茅ヶ崎市火災予防条例の一部を改正する

条例 (議案書 P199～200) 
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大船渡市で発生した林野火災を踏まえ、新たに林野火災注意報を発

令することができることとするとともに、林野火災警報による火の使

用制限の対象区域を指定制とすることにより、林野火災注意報及び林

野火災警報の的確な発令による林野火災の未然防止を図るためのもの 

 

議案第１２１号 監査委員の選任について (議案書 P201～203) 

令和７年１２月２０日をもって任期満了となる 成田 博隆 氏を

引き続き選任するもの 

 

議案第１２２号 工事請負契約の変更について (議案書 P204) 

 円蔵小学校大規模改修（建築）工事（その３）の請負契約につ

いて、労務単価等の改定及び施工内容の変更に伴い、契約金額を

増額するためのもの 

 

議案第１２３号 工事請負契約の変更について (議案書 P205) 

茅ヶ崎小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（電気設備）工事の

請負契約について、関連工事の工期が後ろ倒しになったことから、工

期の延長及び工期の延長に伴う契約金額の増額をするためのもの 
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議案第１２４号 動産の処分について (議案書 P206) 

茅ヶ崎市各小中学校ＧＩＧＡスクール端末等を処分するため

のもの 

 

議案第１２５号 指定管理者の指定について (議案書 P207) 

 茅ヶ崎市民活動サポートセンターの指定管理者に特定非営利

活動法人ＮＰＯサポートちがさきを指定するためのもの 

 

議案第１２６号 指定管理者の指定について (議案書 P208) 

茅ヶ崎市老人福祉センターの指定管理者に社会福祉法人茅ヶ

崎市社会福祉協議会を指定するためのもの 

 

議案第１２７号の１～３ 市道路線の廃止について (議案書

P209～220) 

 １ 香川二丁目地内で、本市に帰属した道路との再編成に伴

い、市道７７１７号線を廃止するもの 

 ２ 行谷地内で、一般交通の用に供する必要がなくなった市道

８１２３号線を廃止するもの 

 ３ 行谷地内で、一般交通の用に供する必要がなくなった市道
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８１２４号線を廃止するもの 

 

議案第１２８号の１～４ 市道路線の認定について (議案書

P221～232) 

 １ 出口町地内で、株式会社八清建設が築造し、本市に帰属し

た道路を市道１９７８号線として認定するもの 

 ２ 菱沼三丁目地内で、株式会社横浜建物が築造し、本市に帰

属した道路を市道３５３８号線として認定するもの 

 ３ 円蔵地内で、株式会社東栄住宅が築造し、本市に帰属した

道路を市道５８０７号線として認定するもの 

 ４ 香川二丁目地内で、東京セキスイハイム株式会社が築造

し、本市に帰属した道路及び市道７７１７号線を再編成し、

新たな市道７７２２号線として認定するもの 

 

報告第２３号 専決処分の報告について (議案書 P233) 

 令和７年９月１６日午後２時４３分頃、下町屋一丁目１番１号

付近において、環境事業センター職員が運転する塵芥車が、横断

歩道の手前で一時停止した相手方車両の後方に接触し損害を与

えたため、これに対する修理費を賠償したもの 
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報告第２４号 専決処分の報告について (議案書 P234) 

 環境事業センターの令和７年８月分アンシラリーサービス料

金支払いに遅延が生じたことにより、当月分アンシラリーサービ

ス料金１９,８００円に対する、発電設備系統連系サービス要綱

にて定める延滞利息金を賠償したもの 


